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明
治
八
年
十
月
、
札
幌
の
防
衛

と
開
拓
を
目
的
に
山
鼻
村
で
屯
田

兵
屋
二
百
四
十
戸
の
建
設
が
始
ま

り
ま
し
た
。
当
時
の
山
鼻
村
一
帯

は
、
巨
木
が
林
立
し
、
つ
る
草
や

ク
マ
ザ
サ
が
生
い
茂
る
原
野
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ

の
年
の
冬
は
記
録
的
な
大

雪
に
も
見
舞
わ
れ
、
兵
屋

の
建
設
は
大
変
過
酷
な
状

況
の
中
で
行
わ
れ
た
と
い

い
ま
す
。

　

翌
九
年
五
月
に
は
、
兵

屋
は
完
成
を
迎
え
、
青
森

県
や
山
形
県
の
士
族
を
中

心
と
し
た
屯
田
兵
千
百
十
四
人
が

入
植
し
、
山
鼻
村
開
拓
の
礎
と
な

り
ま
し
た
。

　

屯
田
兵
が
住
ん
だ
兵
屋
は
、
石

山
通（
国
道
二
三
〇
号
）を
基
点
に

東
側
区
域
（
現
在
の
南
八
〜
二
十

三
条
の
西
八
・
九
丁
目
の
区
域
）

と
西
側
区
域
（
南
六
〜
二
十
一
条

の
西
十
二
・
十
三
丁
目
の
区
域
）

に
百
二
十
戸
ず
つ
配
置
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
区
域
の
中
心
に
は
石
山

通
と
平
行
し
て
、
幅
約
十
一
メ
ー

ト
ル
の
通
り
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

通
り
に
は
、
す
べ
て
の
兵
屋
が
面

し
て
お
り
、
屯
田
兵
と
そ
の
家
族

た
ち
が
行
き
交
い
、
日
々
の
暮
ら

し
を
営
む
メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
東
と
西
の
通
り
が
、
後
に

「
東
屯
田
通
」、「
西
屯
田
通
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、

時
代
と
と
も
に
変
遷
を
重
ね
な
が

ら
、
商
店
街
と
し
て
発
展
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

通
り
の
誕
生

屯
田
兵
が
切
り
開
き
、
市
内
有
数
の
商
店
街
へ
発
展
し
た
東
西
屯
田

通
。
そ
の
歴
史
と
商
店
街
活
性
化
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

東
西
屯
田
通
物
語

東
西
屯
田
通
物
語

屯田兵のくらし
　当時の屯田兵

は、原則として

士族階級とされ、

第１回目の応募

年齢は、１８～３５

歳、従事期間は

無期限とされて

いました。

　移住の支度料

として、一人に
つき１～２円、家財運搬料として２円６０銭、旅

費に一人３３銭が支給されました。さらに、入植

後３年または５年は、生活費も出ていました。

（当時、米５０キロの価格が約１円）。

　屯田兵が暮らした兵屋は、約５８平方メートル

の平屋建てで、間取りは、土間と板の間があり、

その奥に押し入れ付きの４畳半と８畳となって

いました。井戸と風呂は４戸が共同で使ってい

たといいます。

山鼻兵村開設碑

山鼻屯田兵屋

写真で見る街並みの移り変わり

中央／明治９年、屯田兵が入植したころの山鼻村一帯。南

１５条西８～１３丁目付近と思われる

右上／昭和５２年の東屯田通、右下／現在の東屯田通

左上／昭和５２年の西屯田通、左下／現在の西屯田通

昭和３０～５０年代は、商店街に最も活気があふれていた時期

だった（写真：札幌市教育委員会文化資料室所蔵）

◎特集 街の明日を担う通り


